
附
属
施
設
設
備
等

技
術
開
発
室

室議会

区

分

第
二
中
会
議
室

第
一
中
会
議
室

第
六
小
会
議
室

第
三
小
会
議
室
及
び
第

五
小
会
議
室

第
二
小
会
議
室

第
一
小
会
議
室
及
び
第

四
小
会
議
室

知
事
が
定
め
る
額

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月
に
つ
き
二
、
五
二
〇

五
、
四
〇
〇

三
、
二
〇
〇

一
、
九
〇
〇

一
、
六
〇
〇

一
時
間
に
つ
き
四
〇
〇

一
、
三
〇
〇

午

前

金

額(

円)
七
、
一
〇
〇

四
、
二
〇
〇

二
、
五
〇
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
七
〇
〇

午

後

八
、
九
〇
〇

五
、
三
〇
〇

三
、
二
〇
〇

二
、
六
〇
〇

二
、
一
〇
〇

夜

間
一
一
、
二
〇
〇

六
、
六
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

三
、
三
〇
〇

二
、
六
〇
〇

午
前
及

び
午
後

一
四
、
五
〇
〇

八
、
五
〇
〇

五
、
一
〇
〇

四
、
三
〇
〇

三
、
四
〇
〇

午
後
及

び
夜
間

一
八
、
二
〇
〇

一
〇
、
七
〇
〇

六
、
四
〇
〇

五
、
四
〇
〇

四
、
三
〇
〇

全

日

第
一
種

区

分

第
三
級

第
二
級

平
地
部

山
地
部

平
地
部

平
地
部
地

形

一
三
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

設
計
基
準
交
通
量(

単
位

一
日
に
つ
き
台)

ら
第
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

別
表
第
一｣

を｢

別
表｣

に
改

め
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

セ
ン
タ
ー
の｣

を
削
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

第
十
二
条
第
二
項
中｢

別
表
第
一｣

を｢

別
表｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

別
表
第
一
三
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

四

第
三
別
館

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
五
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
三
号

岐
阜
県
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
県
道
を
新
設
し
、
又
は
改
築
す
る
場
合
に
お
け
る
道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

(

用
語)

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
道
路
法
及
び
道
路
構
造
令(

昭
和
四
十
五
年
政
令

第
三
百
二
十
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

(

道
路
の
区
分
の
特
例)

第
三
条

政
令
第
三
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
三
種
第
四
級
に
区
分
さ
れ
る
道
路
に
つ
い
て
は
、

地
域
の
状
況
に
応
じ
た
通
行
機
能
を
早
期
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
種
第
五
級
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。

(

車
線
等)

第
四
条

車
道(

副
道
、
停
車
帯
そ
の
他
道
路
構
造
令
施
行
規
則(

昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
七
号
。

以
下｢

省
令｣

と
い
う
。)

第
二
条
に
規
定
す
る
部
分
を
除
く
。)

は
、
車
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２

道
路
の
区
分
及
び
地
方
部
に
存
す
る
道
路
に
あ
っ
て
は
地
形
の
状
況
に
応
じ
、
計
画
交
通
量
が
次

の
表
の
設
計
基
準
交
通
量
の
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
道
路
の
車
線(

付
加
追
越
車
線
、
登
坂
車

線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
数
は
、
二
と
す
る
。
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第
二
種

第
一
種

区

分

交
差
点
の
多
い
第
四
種
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
設
計
基
準
交
通
量
に
〇
・
八
を
乗

じ
た
値
を
設
計
基
準
交
通
量
と
す
る
。

第
四
種

第
三
種

第
二
級

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

第
三
級

第
二
級

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

第
四
級

山
地
部

平
地
部

山
地
部

平
地
部

山
地
部

平
地
部

地

形

山
地
部

平
地
部

山
地
部

平
地
部

平
地
部

山
地
部

一
七
、
〇
〇
〇

一
八
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

九
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通
量(

単
位

一
日
に

つ
き
台)

九
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

六
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

六
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

九
、
〇
〇
〇

九
、
〇
〇
〇

第
二
種

第
一
種

区

分

交
差
点
の
多
い
第
四
種
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通

量
に
〇
・
六
を
乗
じ
た
値
を
一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通
量
と
す
る
。

第
四
種

第
三
種

第
二
級

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

第
三
級

第
二
級

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

山
地
部

山
地
部

平
地
部

山
地
部

平
地
部

三
・
二
五

三
・
二
五

三
・
五 三

三
・
二
五

三
・
二
五

三
・
五

三
・
五

車
線
の
幅
員(

単
位

メ
ー
ト
ル) 一

〇
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

六
、
〇
〇
〇

八
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

九
、
〇
〇
〇

３

前
項
に
規
定
す
る
道
路
以
外
の
道
路(

第
二
種
の
道
路
で
対
向
車
線
を
設
け
な
い
も
の
並
び
に
第

三
種
第
五
級
及
び
第
四
種
第
四
級
の
道
路
を
除
く
。)

の
車
線
の
数
は
四
以
上(

交
通
の
状
況
に
よ

り
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
二
の
倍
数)

、
第
二
種
の
道
路
で
対
向
車
線
を
設
け
な
い
も
の
の
車

線
の
数
は
二
以
上
と
し
、
当
該
道
路
の
区
分
及
び
地
方
部
に
存
す
る
道
路
に
あ
っ
て
は
地
形
の
状
況

に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
一
車
線
当
た
り
の
設
計
基
準
交
通
量
に
対
す
る
当
該
道
路
の
計
画
交
通

量
の
割
合
に
よ
っ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

車
線(

登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
幅

員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
車
線
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
種
第
二
級
、
第
三
種
第
二
級
又
は
第
四
種
第
一
級
の
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
、
交
通
の

状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
値
に
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た

値
、
第
一
種
第
二
級
若
し
く
は
第
三
級
の
小
型
道
路
又
は
第
二
種
第
一
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地

形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
値
か

ら
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
を
減
じ
た
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
種

第
三
種

第
二
級
及

び
第
三
級

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

二
・
七
五 三

二
・
七
五

三
・
二
五

二
・
七
五

二
・
七
五 三

二
・
七
五

三
・
二
五 三

第
三
種

第
二
種

第
一
種

区

分

第
四
種

第
三
種

第
二
種

第
一
種

区

分

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

第
三
級

第
二
級

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

第
二
級

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

〇
・
二
五

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
七
五

中
央
帯
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員(

単
位

メ
ー
ト
ル)

一

一
・
七
五

一
・
七
五

二
・
二
五 三

四
・
五

中
央
帯
の
幅
員(

単
位

メ
ー
ト
ル)

〇
・
二
五

〇
・
二
五 一

一
・
二
五

一
・
五

一
・
五 二

５

第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
普
通
道
路
の
車
道
の
幅
員
は
、
四
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
普
通
道
路
の
計
画
交
通
量
が
極
め
て
少
な
く
、
か
つ
、
地
形
の
状
況
そ
の

他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
又
は
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
車
道
に
狭
窄さ

く

部
を

設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
三
メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

車
線
の
分
離
等)

第
五
条

第
一
種
又
は
第
二
種
の
道
路(

対
向
車
線
を
設
け
な
い
道
路
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。)

の
車
線
は
、
往
復
の
方
向
別
に
分
離
す
る
も
の
と
す
る
。
車
線
の
数
が
四
以
上
で
あ
る

そ
の
他
の
道
路
に
つ
い
て
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
車
線
の
数(

登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
の
数
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

が
三
以
下
で
あ
る
第
一
種
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の

状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
車
線
を
往
復
の
方
向

別
に
分
離
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

車
線
を
往
復
の
方
向
別
に
分
離
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
中
央
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

４

中
央
帯
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
中
央
帯
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値

以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
長
さ
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ト
ン
ネ
ル
、
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル

以
上
の
橋
若
し
く
は
高
架
の
道
路
又
は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

箇
所
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
中
央
帯
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

５

中
央
帯
に
は
、
側
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
側
帯
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
中
央
帯
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
の
欄

の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
中
央
帯
の

幅
員
を
縮
小
す
る
道
路
又
は
箇
所
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
中
央
帯
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
の
欄
の
下

欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
種

区

分

第
四
種

第
三
級
及

び
第
四
級

第
二
級

第
三
級

第
二
級

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

〇
・
二
五

一

一
・
七
五

一
・
二
五

二
・
五

車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員(

単
位

メ
ー
ト
ル)

一
・
二
五

一
・
七
五

第
二
種

第
一
種

区

分

第
四
級

第
二
級
及

び
第
三
級

区

分

第
四
種

第
三
種

第
二
種

第
三
級
及

び
第
四
級

第
二
級

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

第
五
級

第
二
級
か

ら
第
四
級

ま
で

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

一
・
二
五

二
・
五

一
・
二
五

二
・
五

車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員(

単
位

メ
ー
ト
ル)

小
型
道
路

普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

〇
・
七
五

〇
・
五

〇
・
七
五

〇
・
七
五

一
・
二
五

車
道
の
右
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員(

単
位

メ
ー
ト
ル)

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
七
五 一

一
・
二
五

二

一
・
七
五

〇
・
五

７

中
央
帯
の
う
ち
側
帯
以
外
の
部
分(

以
下｢

分
離
帯｣

と
い
う
。)

に
は
、
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
工
作
物
を
設
け
、
又
は
側
帯
に
接
続
し
て
縁
石
線
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

８

分
離
帯
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
中
央
帯
の
幅
員
は
、
政
令
第
十
二
条
の

建
築
限
界
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

９

同
方
向
の
車
線
の
数
が
一
で
あ
る
第
一
種
の
道
路
の
当
該
車
線
の
属
す
る
車
道
に
は
、
必
要
に
応

じ
、
付
加
追
越
車
線
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

10

同
方
向
の
車
線
の
数
が
一
で
あ
る
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
の
当
該
車
線
の
属
す
る
車
道
に
は
、

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
安
全
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
中
央
帯
又
は
中
央
帯
に
相
当
す
る
幅
員
を
有
す
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
設
け
る
等
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(

副
道)

第
六
条

車
線(

登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。)

の
数
が
四
以
上
で
あ
る
第
三
種

又
は
第
四
種
の
道
路
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
副
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

副
道
の
幅
員
は
、
四
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。

(

路
肩)

第
七
条

道
路
に
は
、
車
道
に
接
続
し
て
、
路
肩
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
中
央
帯
又
は
停

車
帯
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
車
道
の
左
側
に
設
け

る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
付
加
追
越
車
線
、

登
坂
車
線
若
し
く
は
変
速
車
線
を
設
け
る
箇
所
、
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
若
し
く
は
高
架
の

道
路
又
は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
車
線
を
往
復
の
方
向
別
に
分
離
す
る
第
一
種
の
道
路
で
あ
っ
て
同

方
向
の
車
線
の
数
が
一
で
あ
る
も
の
の
当
該
車
線
の
属
す
る
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
は
、

道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
以

上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
普
通
道
路
の
う
ち
、
長
さ
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ト
ン
ネ
ル
、
長

さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
若
し
く
は
高
架
の
道
路
又
は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ

り
や
む
を
得
な
い
箇
所
で
あ
っ
て
、
大
型
の
自
動
車
の
交
通
量
が
少
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表

の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

車
道
の
右
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
車
道
の
右
側
に
設
け

る
路
肩
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
二
種

第
一
種 区

分

第
四
種

第
三
種

第
二
級

第
一
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
七
五

路
肩
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員(

単
位

メ
ー
ト
ル)

小
型
道
路

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
五

〇
・
二
五

〇
・
五

５

普
通
道
路
の
ト
ン
ネ
ル
の
車
道
に
接
続
す
る
路
肩(

第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
路
肩
を
除
く
。)

又
は
小
型
道
路
の
ト
ン
ネ
ル
の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩(

同
項
本
文
に
規
定
す
る
路
肩
を
除
く
。)

の
幅
員
は
、
第
一
種
第
二
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
第
一
種
第
三
級
又
は
第
四
級

の
道
路
に
あ
っ
て
は
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
第
三
種(

第
五
級
を
除
く
。)

の
普
通
道
路
に
あ
っ

て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

副
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
表
第
三
種
の
項
中｢

〇
・
七
五｣

と
あ
る
の
は

｢

〇
・
五｣

と
し
、
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

７

歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
に
あ
っ
て
は
、
道
路
の
主
要
構
造
部
を

保
護
し
、
又
は
車
道
の
効
用
を
保
つ
た
め
に
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
車
道
に
接
続
す
る
路

肩
を
設
け
ず
、
又
は
そ
の
幅
員
を
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

第
一
種
又
は
第
二
種
の
道
路
の
車
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
は
、
側
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

９

前
項
の
側
帯
の
幅
員
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
路
肩
に
設
け

る
側
帯
の
幅
員
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と
し
、
小
型
道
路
に
あ
っ
て
は
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル
と
す

る
。
た
だ
し
、
普
通
道
路
の
ト
ン
ネ
ル
の
車
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
は
、
同
表

の
路
肩
に
設
け
る
側
帯
の
幅
員
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10

道
路
の
主
要
構
造
部
を
保
護
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
歩
道
、
自
転
車
道
又
は

自
転
車
歩
行
者
道
に
接
続
し
て
、
路
端
寄
り
に
路
肩
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

11

車
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
路
肩
の
幅
員
に
つ
い
て

は
、
第
二
項
の
表
の
車
道
の
左
側
に
設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
又
は
第
四
項
の
表
の
車
道
の
右
側
に

設
け
る
路
肩
の
幅
員
の
欄
に
掲
げ
る
値
に
当
該
路
上
施
設
を
設
け
る
の
に
必
要
な
値
を
加
え
て
こ
れ

ら
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

(

停
車
帯)

第
八
条

第
四
種(

第
四
級
を
除
く
。)

の
道
路
に
は
、
自
動
車
の
停
車
に
よ
り
車
両
の
安
全
か
つ
円

滑
な
通
行
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
道
の
左
端
寄
り

に
停
車
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

停
車
帯
の
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も
の
と
す
る
。

(

自
転
車
道)

第
九
条

自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路
に
は
、
自
転
車
道
を
道

路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を

得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
量

が
多
い
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
の
道
路(

前
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。)

に
は
、
安
全
か
つ

円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車
の
通
行
を
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
自
転

車
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ

り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他

の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

自
転
車
道
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
転
車
道
の
幅
員
は
、
政
令
第
十
二

条
の
建
築
限
界
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５

自
転
車
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

自
転
車
歩
行
者
道)

第
十
条

自
動
車
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種
又
は
第
四
種
の
道
路(

自
転
車
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。)

に
は
、
自
転
車
歩
行
者
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他

の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路
に
あ
っ
て
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
、

そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

横
断
歩
道
橋
若
し
く
は
地
下
横
断
歩
道(

以
下｢

横
断
歩
道
橋
等｣

と
い
う
。)

又
は
路
上
施
設

を
設
け
る
自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
幅
員
の
値
に
横
断
歩
道
橋
等
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第
一
種 区

分
第
四
級

第
三
級

第
二
級

六
〇
八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度(

単
位

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

五
〇
六
〇
八
〇

を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト

ル
、
並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一

メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ

の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

自
転
車
歩
行
者
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

(

歩
道)

第
十
一
条

第
四
種(

第
四
級
を
除
く
。)

の
道
路(

自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。)

、

歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第
三
種(
第
五
級
を
除
く
。)

の
道
路(

自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道

路
を
除
く
。)

又
は
自
転
車
道
を
設
け
る
第
三
種
若
し
く
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
は
、
そ
の
各

側
に
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を

得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
三
種
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路(

自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る

道
路
を
除
く
。)

に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

歩
道
の
幅
員
は
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
道
路
に
あ
っ
て
は
三
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他

の
道
路
に
あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
道
路(

高
齢
者
、

障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
二
条

第
九
号
の
特
定
道
路
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む

を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

横
断
歩
道
橋
等
又
は
路
上
施
設
を
設
け
る
歩
道
の
幅
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
幅
員
の

値
に
横
断
歩
道
橋
等
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
の
上
屋
を
設
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
二
メ
ー
ト
ル
、
並
木
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
ベ
ン
チ
を
設
け
る

場
合
に
あ
っ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
を
加
え
て
同
項
の

規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級
の
道
路
に
あ
っ
て

は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

５

歩
道
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
歩
行
者
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分)

第
十
二
条

歩
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
又
は
歩
行
者
専
用
道
路
に
は
、
横

断
歩
道
、
乗
合
自
動
車
停
車
所
等
に
係
る
歩
行
者
の
滞
留
に
よ
り
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
か
つ

円
滑
な
通
行
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
歩
行

者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(

積
雪
地
域
に
存
す
る
道
路
の
中
央
帯
等
の
幅
員)

第
十
三
条

積
雪
地
域
に
存
す
る
道
路
の
中
央
帯
、
路
肩
、
自
転
車
歩
行
者
道
及
び
歩
道
の
幅
員
は
、

除
雪
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

植
樹
帯)

第
十
四
条

第
四
種
第
一
級
及
び
第
二
級
の
道
路
に
は
、
植
樹
帯
を
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
道

路
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
植
樹
帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別

の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

植
樹
帯
の
幅
員
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

次
に
掲
げ
る
道
路
の
区
間
に
設
け
る
植
樹
帯
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
、

沿
道
の
土
地
利
用
の
状
況
並
び
に
良
好
な
道
路
交
通
環
境
の
整
備
又
は
沿
道
に
お
け
る
良
好
な
生
活

環
境
の
確
保
の
た
め
講
じ
ら
れ
る
他
の
措
置
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
情
に
応
じ
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
べ
き
値
を
超
え
る
適
切
な
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

都
心
部
又
は
景
勝
地
を
通
過
す
る
幹
線
道
路
の
区
間

二

相
当
数
の
住
居
が
集
合
し
、
又
は
集
合
す
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
地
域
を
通
過
す
る
幹

線
道
路
の
区
間

４

植
樹
帯
の
植
栽
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
特
性
等
を
考
慮
し
て
、
樹
種
の
選
定
、
樹
木
の
配
置
等

を
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。

(

設
計
速
度)

第
十
五
条

道
路(

副
道
を
除
く
。)

の
設
計
速
度
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
設
計
速
度

の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を

得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
設
計
速
度
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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四
〇
五
〇
六
〇
八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度(

単
位

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

第
四
種

第
三
種

第
二
種

第
四
級

第
三
級

第
二
級

第
一
級

第
五
級

第
四
級

第
三
級

第
二
級

第
二
級

第
一
級

四
〇
、
三
〇
又
は
二
〇

五
〇
、
四
〇
又
は
三
〇

六
〇
、
五
〇
又
は
四
〇
六
〇

四
〇
、
三
〇
又
は
二
〇

五
〇
、
四
〇
又
は
三
〇

六
〇
、
五
〇
又
は
四
〇
六
〇
六
〇
八
〇

六
〇

一
〇
〇

一
五
〇

二
八
〇

四
六
〇

曲
線
半
径(

単
位

メ
ー
ト
ル)

二
〇
三
〇

五
〇
又
は
四
〇

二
〇
三
〇

五
〇
又
は
四
〇

五
〇
又
は
四
〇
六
〇

五
〇
八
〇

一
二
〇

二
三
〇

三
八
〇

第
四
種

第
一
種
、
第

二
種
及
び
第

三
種 区

分

二
〇
三
〇

そ
の
他
の
地
域

積
雪
寒
冷
地
域

道
路
の
存
す
る
区
域

そ
の
他
の
地
域

積
雪
寒
冷
の
度
が

甚
だ
し
い
地
域

六
一
〇 八 六

最
大
片
勾
配(

単
位

パ
ー
セ
ン
ト)

一
五
三
〇

２

副
道
の
設
計
速
度
は
、
一
時
間
に
つ
き
、
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
二
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

(

車
道
の
屈
曲
部)

第
十
六
条

車
道
の
屈
曲
部
は
、
曲
線
形
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緩
和
区
間
又
は
第
三
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
屈
曲
部
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

曲
線
半
径)

第
十
七
条

車
道
の
屈
曲
部
の
う
ち
緩
和
区
間
を
除
い
た
部
分(

以
下｢

車
道
の
曲
線
部｣

と
い
う
。)

の
中
心
線
の
曲
線
半
径(

以
下｢

曲
線
半
径｣

と
い
う
。)

は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、

次
の
表
の
曲
線
半
径
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況

そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
曲
線
半
径
の
欄
の
下
欄

に
掲
げ
る
値
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

曲
線
部
の
片
勾
配)

第
十
八
条

車
道
、
中
央
帯(

分
離
帯
を
除
く
。)

及
び
車
道
に
接
続
す
る
路
肩
の
曲
線
部
に
は
、
曲

線
半
径
が
極
め
て
大
き
い
場
合
を
除
き
、
当
該
道
路
の
区
分
及
び
当
該
道
路
の
存
す
る
地
域
の
積
雪

寒
冷
の
度
に
応
じ
、
か
つ
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
、
曲
線
半
径
、
地
形
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
次

の
表
の
最
大
片
勾
配
の
欄
に
掲
げ
る
値(

第
三
種
の
道
路
で
自
転
車
道
等
を
設
け
な
い
も
の
に
あ
っ

て
は
、
六
パ
ー
セ
ン
ト)

以
下
で
適
切
な
値
の
片
勾
配
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
種

の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て

は
、
片
勾
配
を
付
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

(

曲
線
部
の
車
線
等
の
拡
幅)

第
十
九
条

車
道
の
曲
線
部
に
お
い
て
は
、
設
計
車
両
及
び
当
該
曲
線
部
の
曲
線
半
径
に
応
じ
、
車
線

(

車
線
を
有
し
な
い
道
路
に
あ
っ
て
は
、
車
道)

を
適
切
に
拡
幅
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
種
及
び
第
四
種
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な

い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

緩
和
区
間)

第
二
十
条

車
道
の
屈
曲
部
に
は
、
緩
和
区
間
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
種
の
道
路
の

車
道
の
屈
曲
部
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

車
道
の
曲
線
部
に
お
い
て
片
勾
配
を
付
し
、
又
は
拡
幅
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
緩
和
区
間
に

お
い
て
す
り
つ
け(
滑
ら
か
に
接
続
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

緩
和
区
間
の
長
さ
は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値(

前
項
の

( ) 平成24年７月10日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度(

単
位

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル) 二

〇
三
〇
四
〇
五
〇
六
〇
八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度(
単
位

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

二
〇

三
〇

四
〇

五
五

七
五

一
一
〇

一
六
〇

視
距(
単
位

メ
ー
ト
ル)

二
〇
二
五
三
五
四
〇
五
〇
七
〇
八
五

緩
和
区
間
の
長
さ(

単
位

メ
ー
ト
ル)

第
四
種

第
一
種
、
第

二
種
及
び
第

三
種 区

分
普
通
道
路

小
型
道
路

普
通
道
路

五
〇
六
〇
二
〇
三
〇
四
〇
五
〇
六
〇
二
〇
三
〇
四
〇
五
〇
六
〇
八
〇

一
〇
〇
二
〇
三
〇
四
〇
五
〇
六
〇
八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度(

単
位

一

時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー

ト
ル)

九 八 九 八 七 六 五
一
二
一
一
一
〇 九 八 七 四 九 八 七 六 五 四 三

縦
断
勾
配(

単
位

パ
ー
セ
ン
ト)一

一
一
〇 九 八 七 六

一
二
一
一
一
〇 九 八 七 六

規
定
に
よ
る
す
り
つ
け
に
必
要
な
長
さ
が
同
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
す

り
つ
け
に
必
要
な
長
さ)

以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

(

視
距
等)

第
二
十
一
条

視
距
は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る

も
の
と
す
る
。

２

車
線
の
数
が
二
で
あ
る
道
路(

対
向
車
線
を
設
け
な
い
道
路
を
除
く
。)

に
お
い
て
は
、
必
要
に

応
じ
、
自
動
車
が
追
越
し
を
行
う
の
に
十
分
な
見
通
し
の
確
保
さ
れ
た
区
間
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(

縦
断
勾
配)

第
二
十
二
条

車
道
の
縦
断
勾
配
は
、
道
路
の
区
分
及
び
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
縦
断

勾
配
の
欄
の
上
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別

の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
縦
断
勾
配
の
欄
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以

下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度(

単
位

一
時
間
に

つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

小
型
道
路

二
〇
三
〇
四
〇

凹
形
曲
線

凸
形
曲
線

凹
形
曲
線

凸
形
曲
線

凹
形
曲
線

凸
形
曲
線

凹
形
曲
線

凸
形
曲
線

凹
形
曲
線

凸
形
曲
線

縦
断
曲
線
の
曲
線
形

一
二
一
一
一
〇

四
五
〇

四
五
〇

七
〇
〇

八
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
四
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

三
、
〇
〇
〇

六
、
五
〇
〇

縦
断
曲
線
の
半
径(

単
位

メ
ー
ト
ル)

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度(

単
位

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

二
〇

三
〇

凹
形
曲
線

凸
形
曲
線

凹
形
曲
線

凸
形
曲
線

二
〇

二
五

三
五

四
〇

五
〇

七
〇

八
五

縦
断
曲
線
の
長
さ(

単
位

メ
ー
ト
ル)

一
〇
〇

一
〇
〇

二
五
〇

二
五
〇

(

登
坂
車
線)

第
二
十
三
条

普
通
道
路
の
縦
断
勾
配
が
五
パ
ー
セ
ン
ト(

設
計
速
度
が
一
時
間
に
つ
き
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
る
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
、
三
パ
ー
セ
ン
ト)

を
超
え
る
車
道
に
は
、
必
要
に
応
じ
、

登
坂
車
線
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

登
坂
車
線
の
幅
員
は
、
三
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も
の
と
す
る
。

(

縦
断
曲
線)

第
二
十
四
条

車
道
の
縦
断
勾
配
が
変
移
す
る
箇
所
に
は
、
縦
断
曲
線
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

縦
断
曲
線
の
半
径
は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
及
び
当
該
縦
断
曲
線
の
曲
線
形
に
応
じ
、
次
の
表

の
縦
断
曲
線
の
半
径
の
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
計
速
度
が
一
時
間

に
つ
き
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
第
四
種
第
一
級
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の

特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
凸
形
縦
断
曲
線
の
半
径
を
千
メ
ー
ト
ル
ま

で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

縦
断
曲
線
の
長
さ
は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す

る
も
の
と
す
る
。

(

舗
装)

第
二
十
五
条

車
道
、
中
央
帯(

分
離
帯
を
除
く
。)

、
車
道
に
接
続
す
る
路
肩
、
自
転
車
道
等
及
び
歩

道
は
、
舗
装
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
量
が
極
め
て
少
な
い
等
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

車
道
及
び
側
帯
の
舗
装
は
、
車
道
及
び
側
帯
の
舗
装
の
構
造
の
基
準
に
関
す
る
省
令(

平
成
十
三

年
国
土
交
通
省
令
第
百
三
号)

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

自
動
車
の
交
通
量
が
少
な
い
場
合
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

３

第
四
種
の
道
路(

ト
ン
ネ
ル
を
除
く
。)

の
舗
装
は
、
当
該
道
路
の
存
す
る
地
域
、
沿
道
の
土
地

利
用
及
び
自
動
車
の
交
通
の
状
況
を
勘
案
し
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
雨
水
を
道
路
の
路

面
下
に
円
滑
に
浸
透
さ
せ
、
か
つ
、
道
路
交
通
騒
音
の
発
生
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
の
構
造
、
気
象
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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二
〇
三
〇
四
〇
五
〇
六
〇
八
〇

一
〇
〇

設
計
速
度(

単
位

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

そ
の
他

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
舗
装
道

路

面

の

種

類

一
一
・
五

一
〇
・
五

一
〇

合
成
勾
配(

単
位

パ
ー
セ
ン
ト)

三
以
上
五
以
下

一
・
五
以
上
二
以
下

横
断
勾
配(

単
位

パ
ー
セ
ン
ト)

(
横
断
勾
配)

第
二
十
六
条

車
道
、
中
央
帯(

分
離
帯
を
除
く
。)

及
び
車
道
に
接
続
す
る
路
肩
に
は
、
片
勾
配
を

付
す
る
場
合
を
除
き
、
路
面
の
種
類
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
標
準
と
し
て
横
断
勾

配
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

歩
道
又
は
自
転
車
道
等
に
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
標
準
と
し
て
横
断
勾
配
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
構
造
の
舗
装
道
に
あ
っ
て
は
、
気
象
状
況
等
を
勘
案
し
て
路
面
の

排
水
に
支
障
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
横
断
勾
配
を
付
さ
ず
、
又
は
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

合
成
勾
配)

第
二
十
七
条

合
成
勾
配
は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
計
速
度
が
一
時
間
に
つ
き
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
又
は
二
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

積
雪
寒
冷
の
度
が
甚
だ
し
い
地
域
に
存
す
る
道
路
に
あ
っ
て
は
、
合
成
勾
配
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
。

(

排
水
施
設)

第
二
十
八
条

道
路
に
は
、
排
水
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
側
溝
、
街
渠き
ょ

、
集
水
ま
す

そ
の
他
の
適
当
な
排
水
施
設
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(

平
面
交
差
又
は
接
続)

第
二
十
九
条

道
路
は
、
駅
前
広
場
等
特
別
の
箇
所
を
除
き
、
同
一
箇
所
に
お
い
て
同
一
平
面
で
五
以

上
交
会
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

道
路
が
同
一
平
面
で
交
差
し
、
又
は
接
続
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
屈
折
車
線
、

変
速
車
線
若
し
く
は
交
通
島
を
設
け
、
又
は
隅
角
部
を
切
り
取
り
、
か
つ
、
適
当
な
見
通
し
が
で
き

る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

屈
折
車
線
又
は
変
速
車
線
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
部
分
の
車
線(

屈
折
車
線
及
び
変

速
車
線
を
除
く
。)

の
幅
員
は
、
第
三
種
第
二
級
又
は
第
四
種
第
一
級
の
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
三

メ
ー
ト
ル
ま
で
、
第
三
種
第
三
級
又
は
第
四
種
第
二
級
若
し
く
は
第
三
級
の
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は

二
・
七
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
第
三
種
又
は
第
四
種
の
小
型
道
路
に
あ
っ
て
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
の
幅
員
は
、
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
、
小
型
道
路
に
あ
っ

て
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理

由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屈
折
車
線(

自
動
車
を
右
折
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
普
通
道
路
に
あ
っ
て
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
小
型
道
路
に
あ
っ
て

は
二
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

屈
折
車
線
又
は
変
速
車
線
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
道
路
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
適
切

に
す
り
つ
け
を
す
る
も
の
と
す
る
。

(

立
体
交
差)

第
三
十
条

車
線(

登
坂
車
線
、
屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。)

の
数
が
四
以
上
で
あ
る
普
通

道
路
が
相
互
に
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
交
差
の
方
式
は
、
立
体
交
差
と
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
交
通
の
状
況
に
よ
り
不
適
当
な
と
き
又
は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ

り
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

車
線(

屈
折
車
線
及
び
変
速
車
線
を
除
く
。)

の
数
が
四
以
上
で
あ
る
小
型
道
路
が
相
互
に
交
差

す
る
場
合
及
び
普
通
道
路
と
小
型
道
路
が
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
交
差
の
方
式
は
、
立

体
交
差
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

道
路
を
立
体
交
差
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
交
差
す
る
道
路
を
相
互
に
連
結
す

る
道
路(

以
下｢
連
結
路｣

と
い
う
。)

を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

４

連
結
路
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
、
第
二
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一
一
〇
以
上

一
〇
〇
以
上
一
一
〇
未
満

九
〇
以
上
一
〇
〇
未
満

八
〇
以
上
九
〇
未
満

七
〇
以
上
八
〇
未
満

五
〇
以
上
七
〇
未
満

五
〇
未
満

踏
切
に
お
け
る
鉄
道
の
車
両
の
最
高
速
度

(

単
位

一
時
間
に
つ
き
キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

三
五
〇

三
〇
〇

二
六
〇

二
三
〇

二
〇
〇

一
六
〇

一
一
〇

見
通
し
区
間
の
長
さ(

単
位

メ
ー
ト
ル)

十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
七
条
並
び
に
政
令
第
十
二
条
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

(

鉄
道
と
の
平
面
交
差)

第
三
十
一
条

道
路
が
鉄
道
と
同
一
平
面
で
交
差
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
交
差
す
る
道
路
は
次

に
定
め
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

交
差
角
は
、
四
十
五
度
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

踏
切
道
の
両
側
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
間
は
、
踏
切
道
を
含
め
て
直
線
と
し
、

そ
の
区
間
の
車
道
の
縦
断
勾
配
は
、
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
動
車

の
交
通
量
が
極
め
て
少
な
い
箇
所
又
は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な

い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

見
通
し
区
間
の
長
さ
は
、
踏
切
道
に
お
け
る
鉄
道
の
車
両
の
最
高
速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
踏
切
遮
断
機
そ
の
他
の
保
安
設
備
が
設
置
さ
れ
る

箇
所
又
は
自
動
車
の
交
通
量
及
び
鉄
道
の
運
転
回
数
が
極
め
て
少
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

(

待
避
所)

第
三
十
二
条

第
三
種
第
五
級
の
道
路
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
待
避
所
を
設
け
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
少
な
い
道
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

待
避
所
相
互
間
の
距
離
は
、
三
百
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
。

二

待
避
所
相
互
間
の
道
路
の
大
部
分
が
待
避
所
か
ら
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

待
避
所
の
長
さ
は
、
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
区
間
の
車
道
の
幅
員
は
、
五
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
。

(

交
通
安
全
施
設)

第
三
十
三
条

交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
横
断
歩
道
橋
等
、
柵
、

照
明
施
設
、
視
線
誘
導
標
、
緊
急
連
絡
施
設
そ
の
他
省
令
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
設
け
る
も
の

と
す
る
。

(

凸
部
、
狭
窄
部
等)

第
三
十
四
条

第
四
種
第
四
級
の
道
路
又
は
主
と
し
て
近
隣
に
居
住
す
る
者
の
利
用
に
供
す
る
第
三
種

第
五
級
の
道
路
に
は
、
自
動
車
を
減
速
さ
せ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
道
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
路
肩
の
路
面
に
凸
部
を
設
置
し
、
又
は

車
道
に
狭
窄
部
若
し
く
は
屈
曲
部
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(

乗
合
自
動
車
の
停
留
所
に
設
け
る
交
通
島)

第
三
十
五
条

自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
に
接
続
し
な
い
乗
合
自
動
車
の
停
留
所
に
は
、

必
要
に
応
じ
、
交
通
島
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(

自
動
車
駐
車
場
等)

第
三
十
六
条

安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
し
、
又
は
公
衆
の
利
便
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
自
動
車
駐
車
場
、
自
転
車
駐
車
場
、
乗
合
自
動
車
停
車
所
、
非
常
駐
車
帯
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(

防
雪
施
設
そ
の
他
の
防
護
施
設)

第
三
十
七
条

雪
崩
、
飛
雪
又
は
積
雪
に
よ
り
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
は
、
雪

覆
工
、
流
雪
溝
、
融
雪
施
設
そ
の
他
省
令
第
四
条
に
規
定
す
る
も
の
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
落
石
、
崩
壊
、
波
浪
等
に
よ
り
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
し
、

又
は
道
路
の
構
造
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
は
、
柵
、
擁
壁
そ
の
他
の
適
当
な
防
護

施
設
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

(

ト
ン
ネ
ル)

第
三
十
八
条

ト
ン
ネ
ル
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
道
路
の
計
画
交
通
量
及
び
ト
ン
ネ
ル
の
長
さ
に
応
じ
、
適
当
な
換
気
施
設
を
設
け
る
も

の
と
す
る
。

２

ト
ン
ネ
ル
に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
道
路
の
設
計
速
度
等
を
勘
案
し
て
、
適
当
な
照
明
施
設
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

３

ト
ン
ネ
ル
に
お
け
る
車
両
の
火
災
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
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場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
通
報
施
設
、
警
報
施
設
、
消
火
施
設
そ
の
他
の
非
常
用
施
設
を

設
け
る
も
の
と
す
る
。

(

橋
、
高
架
の
道
路
等)

第
三
十
九
条

橋
、
高
架
の
道
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
の
道
路(

次
項
に
お
い
て｢

橋
等｣

と
い
う
。)

は
、
鋼
構
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
並
び
に
政
令
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
橋
等
の
構
造

(

法
第
三
十
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。)

は
、
当
該
橋
等
の
構
造
形

式
及
び
交
通
状
況
並
び
に
当
該
橋
等
の
存
す
る
地
域
の
地
形
、
地
質
、
気
象
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案

し
、
死
荷
重
、
活
荷
重
、
風
荷
重
、
地
震
荷
重
そ
の
他
の
当
該
橋
等
に
作
用
す
る
荷
重
及
び
こ
れ
ら

の
荷
重
の
組
合
せ
に
対
し
て
十
分
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

附
帯
工
事
等
の
特
例)

第
四
十
条

道
路
に
関
す
る
工
事
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
他
の
道
路
に
関
す
る
工
事
を
施
行
し
、
又
は

道
路
に
関
す
る
工
事
以
外
の
工
事
に
よ
り
必
要
を
生
じ
た
道
路
に
関
す
る
工
事
を
施
行
す
る
場
合
に

お
い
て
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定(

第
七
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
二
十
六
条
、
第

二
十
八
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
七
条
を
除
く
。)
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と

が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

(

区
分
が
変
更
さ
れ
る
道
路
の
特
例)

第
四
十
一
条

県
道
の
区
域
を
変
更
し
、
当
該
変
更
に
係
る
部
分
を
市
町
村
道
と
す
る
計
画
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
部
分
を
市
町
村
道
と
す
る
こ
と
に
よ
り
政
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区

分
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
七

条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十

一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
八
条
、
第
十

九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
二
十

九
条
第
三
項
、
第
三
十
二
条
並
び
に
第
三
十
四
条
並
び
に
政
令
第
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
政
令

第
四
条
並
び
に
政
令
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
後
の
区
分
を
当
該
部
分
の

区
分
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
令
第
十
二
条
中

｢

第
三
種
第
五
級｣

と
あ
る
の
は
、

｢

第
三
種
第
五
級
又
は
第
四
種
第
四
級｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

小
区
間
改
築
の
場
合
の
特
例)

第
四
十
二
条

道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し
て
改
築
を
行
う

場
合(

次
項
に
規
定
す
る
改
築
を
行
う
場
合
を
除
く
。)

に
お
い
て
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
区
間

の
道
路
の
構
造
が
、
第
四
条
、
第
五
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第

三
項
、
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
三
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ

る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
た
め
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

道
路
の
交
通
の
安
全
の
保
持
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し
て
改
築
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
状
況
等
か
ら
み
て
第
四
条
、
第
五
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、

第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
、
第
九
条
第
三
項
、
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
一
条

第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
二

項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

(

自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路)

第
四
十
三
条

自
転
車
専
用
道
路
の
幅
員
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
幅

員
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
転
車
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
、
地
形
の

状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
縮

小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

自
転
車
専
用
道
路
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
は
、
そ
の
各
側
に
、
当
該
道
路
の
部
分
と
し

て
、
幅
員
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
側
方
余
裕
を
確
保
す
る
た
め
の
部
分
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

３

自
転
車
専
用
道
路
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
自
転
車
専
用
道
路
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
、
政
令
第
三
十
九
条
第
四
項
の
建
築

限
界
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
の
線
形
、
勾
配
そ
の
他
の
構
造
は
、
自
転
車
及

び
歩
行
者
が
安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

自
転
車
専
用
道
路
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で

及
び
前
条
第
一
項
並
び
に
政
令
第
四
条
、
政
令
第
十
二
条
及
び
政
令
第
三
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
の
規
定(

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
、
第
十
二
条
を
除
く
。)

は
、
適
用
し
な

い
。

(

歩
行
者
専
用
道
路)

第
四
十
四
条

歩
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
存
す
る
地
域
及
び
歩
行
者
の
交
通
の
状
況

を
勘
案
し
て
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２

歩
行
者
専
用
道
路
に
路
上
施
設
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
歩
行
者
専
用
道
路
の
幅
員
は
、

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年７月10日 ( )16



ソ
ピ
ア
・
フ
ラ
ッ
ツ

荒
崎
住
宅

藤
江
住
宅

荒
崎
住
宅

藤
江
住
宅

大
垣
市

大
垣
市

政
令
第
四
十
条
第
三
項
の
建
築
限
界
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

歩
行
者
専
用
道
路
の
線
形
、
勾
配
そ
の
他
の
構
造
は
、
歩
行
者
が
安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
三
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま

で
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
並
び
に
政
令
第
四
条
、
政
令
第
十
二
条
及
び
政
令
第
三
十
五
条
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
新
設
又
は
改
築
の
工
事
に

着
手
す
る
県
道
か
ら
適
用
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
新
設
又
は
改
築
の
工
事
に
着
手
し
た
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
四
号

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
章

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
管
理(

第
三
十
一
条
―
第
三
十
六
条)

｣

を｢
第
三
章

第
三
章

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
管
理(

第
三
十
一
条
―
第
三
十
六
条)

の
二

特
別
賃
貸
住
宅
の
管
理(

第
三
十
六
条
の
二
―
第
三
十
六
条
の
四)｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中｢

公
営
住
宅
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

又
は

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
五
年
法
律
第
五
十
二
号)

に
基
づ
き
県
が

整
備
す
る
住
宅｣

を｢

県
営
住
宅｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢

法｣

を｢

公
営
住
宅
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)｣

に
、｢

住
宅
を｣

を｢

公
営
住
宅
を｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

特
定
優
良
賃
貸
住
宅

の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律｣

の
下
に｢(

平
成
五
年
法
律
第
五
十
二
号)｣

を
加
え
、｢

基
づ
き｣

を｢

よ
り｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中｢

及
び
特
定
公
共
賃
貸
住

宅｣

を｢

、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
特
別
賃
貸
住
宅｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

特
別
賃
貸
住
宅

特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
世
帯
の
用
に
供
す
る
た
め
、
県
が
設

置
す
る
賃
貸
住
宅
を
い
う(

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)

。

｢

第
三
条
第
一
項
の
表
中

｣

｢を

に
改
め
る
。

｣

第
三
条
第
三
項
中｢

及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅｣

を｢

、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
及
び
特
別
賃
貸
住
宅｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
中｢

第
三
十
一
条｣

の
下
に｢

及
び
第
三
十
六
条
の
二｣

を
加
え
る
。

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章
の
二

特
別
賃
貸
住
宅
の
管
理

(

入
居
者
の
資
格)

第
三
十
六
条
の
二

特
別
賃
貸
住
宅
に
入
居
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
具
備
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
の
い
ず
れ
か
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ

産
業
集
積
、
地
域
振
興
等
の
た
め
に
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
世
帯
と
し
て
規

則
で
定
め
る
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
子
育
て
世
帯
、
高
齢
者
世
帯
、
障
が
い
者
世
帯
そ
の
他
居
住
の

安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
世
帯
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

二

そ
の
者
及
び
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
者(

第
四
号
に
お
い
て｢

同
居
者｣

と

い
う
。)
の
所
得
が
規
則
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
。

三

県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

四

そ
の
者
又
は
同
居
者
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。
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岐
阜
県
立
飛�
特
別

支
援
学
校
下
呂
分
校

岐
阜
県
立
郡
上
特
別

支
援
学
校

下
呂
市

郡
上
市

岐
阜
県
立
下
呂
特
別

支
援
学
校

岐
阜
県
立
郡
上
特
別

支
援
学
校

岐
阜
県
立
飛�
吉
城

特
別
支
援
学
校

下
呂
市

郡
上
市

飛�
市

ス
の
提
供
及
び
特
別
賃
貸
住
宅
等
の
適
切
な
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
。

二

特
別
賃
貸
住
宅
等
の
管
理
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
当
該
管
理
に
関
し

て
知
る
こ
と
の
で
き
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に

使
用
し
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

(

事
業
計
画
書
の
提
出
等)

第
四
十
九
条
の
六

指
定
管
理
者
は
、
毎
事
業
年
度
、
特
別
賃
貸
住
宅
等
の
管
理
に
関
す
る
事
業
計
画

書
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

(

管
理
の
休
廃
止)

第
四
十
九
条
の
七

指
定
管
理
者
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
特
別
賃
貸
住
宅
等
の
管
理
の
業
務

を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

(

公
示)

第
四
十
九
条
の
八

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
。

二

第
四
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

三

第
四
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一

部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

四

前
条
の
承
認
を
し
た
と
き
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
四
十
九
条
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

(

経
過
措
置)

２

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
ソ
ピ
ア
・
フ
ラ
ッ
ツ
に
入
居
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
に
お

い
て
、
改
正
後
の
第
三
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
居
者
の

決
定
が
な
さ
れ
、
か
つ
、
改
正
後
の
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
の
規
定
に
よ
り
入
居
し
た
者
と
み
な
す
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
居
し
て
い
る
者
は
、
別
に
知
事
が
通
知
す
る
期
間
内
に
、
連
帯

保
証
に
係
る
請
書
の
提
出
、
敷
金
の
納
入
そ
の
他
改
正
後
の
岐
阜
県
県
営
住
宅
条
例
に
お
い
て
入
居

者
が
行
う
べ
き
必
要
な
手
続
に
相
当
す
る
と
知
事
が
認
め
る
手
続
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

準
備
行
為)

４

改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
附

則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
五
号

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

｢

別
表
第
二
中

を

｣

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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岐
阜
メ
モ
リ

ア
ル
セ
ン
タ

ー(

以
下
こ

の
項
に
お
い

て｢

公
園｣

と
い
う
。)

１

公
園
を
管
理
す
る
こ
と
。

２

公
園
の
利
用
者
へ
の
便

宜
の
供
与
に
関
す
る
こ
と
。

３

公
園
の
利
用
の
促
進
に

関
す
る
こ
と
。

４

第
六
条
の
規
定
に
よ
り

公
園
の
利
用
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
す
る
こ
と
。

５

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定

め
る
こ
と
。

１

公
園
内
の
有
料
公
園
施
設
の

休
業
日
は
、
毎
月
第
一
火
曜
日

及
び
第
三
火
曜
日(

そ
れ
ら
の

火
曜
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律
に
規
定
す
る
休
日(

以

下
こ
の
項
に
お
い
て｢

休
日｣

と
い
う
。)

で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
翌
日
以
降
の
最
初
の
休
日

で
な
い
日)

並
び
に
十
二
月
二

十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日

ま
で
と
す
る
。

２

前
号
に
規
定
す
る
休
業
日
の

ほ
か
、
野
球
場
に
つ
い
て
は
一

月
四
日
か
ら
二
月
末
日
ま
で
及

び
十
二
月
一
日
か
ら
十
二
月
二

十
八
日
ま
で
、
水
泳
場
の
二
五

メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
に
つ
い
て
は

毎
週
火
曜
日
並
び
に
水
泳
場
の

五
〇
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
に
つ
い

て
は
一
月
四
日
か
ら
六
月
三
十

日
ま
で
、
七
月
一
日
か
ら
八
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
の
火
曜
日

及
び
九
月
一
日
か
ら
十
二
月
二

十
八
日
ま
で
を
休
業
日
と
す
る
。

３

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
指
定
管
理
者
は
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
、

臨
時
に
休
業
し
、
又
は
休
業
日

に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

公
園
内
の
有
料
公
園
施
設
の

利
用
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら

午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

心
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
養
老
天
命
反
転
地

パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
場

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
区

分

利
用
料

入
園
料

利
用
料

利
用
料

二
時
間
に
つ
き
六
〇
〇
円

一
人
に
つ
き
九
〇
〇
円

一
人
一
回
に
つ
き
五
〇
〇
円

一
人
一
回
に
つ
き
一
、
八
〇
〇
円

金

額

５

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

水
泳
場
の
二
五
メ
ー
ト
ル
プ
ー

ル
を
一
般
利
用
す
る
場
合(

対

象
施
設
を
貸
し
切
る
こ
と
な
く

個
人
で
利
用
す
る
場
合
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

に
あ
つ
て
は
、

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
は

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
、

そ
の
他
の
日
は
午
後
一
時
か
ら

午
後
八
時
三
十
分
ま
で
、
水
泳

場
の
五
〇
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
を

一
般
利
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休

日
は
午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時

ま
で
、
そ
の
他
の
日
は
午
後
一

時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
、
補
助

競
技
場
を
一
般
利
用
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
午
前
九
時
か
ら

午
後
六
時
ま
で
を
利
用
時
間
と

す
る
。

６

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
指
定
管
理
者
は
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
、

利
用
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
養
老
公
園(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

公
園｣

と
い
う
。)

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

別
表
第
三
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

有
料
公
園
施
設

１

養
老
公
園
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区

分

附
属
施
設
設
備
等

駐
車
場

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ

全
部

利
用

フ
ロ
ア

の
二
分

の
一
を

フ
ロ
ア

の
全
部

を
利
用

す
る
場

合 入
場
料

等
を
徴

収
し
な

い
場
合

入
場
料

等
を
徴

収
す
る

場
合

土
曜
日
、

日
曜
日

及
び
休

日 そ
の
他

の
日

土
曜
日
、

日
曜
日

及
び
休

日 そ
の
他

の
日

土
曜
日
、

日
曜
日

及
び
休

日 そ
の
他

の
日

土
曜
日
、

日
曜
日

及
び
休

日

利
用
料

利
用
料九

、
四
五
〇

一
二
、
六
〇
〇

一
八
、
九
〇
〇

五
一
、
五
〇
〇

六
三
、
〇
〇
〇

六
三
、
〇
〇
〇

八
〇
、
九
〇
〇

午

前

金

額(

円)

知
事
が
定
め
る
額

普
通
車

一
台
に
つ
き
四
〇
〇
円

バ
ス

一
台
に
つ
き
一
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
五
〇
〇

一
四
、
七
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇

七
一
、
四
〇
〇

七
一
、
四
〇
〇

九
二
、
四
〇
〇

午

後

九
、
四
五
〇

一
二
、
六
〇
〇

一
八
、
九
〇
〇

五
一
、
五
〇
〇

六
三
、
〇
〇
〇

六
三
、
〇
〇
〇

八
〇
、
九
〇
〇

夜

間

二
九
、
四
〇
〇

三
九
、
九
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇

一
六
一
、
八
〇
〇

一
九
七
、
四
〇
〇

一
九
七
、
四
〇
〇

二
五
四
、
二
〇
〇

全

日

三
、
七
〇
〇

四
、
二
〇
〇

七
、
四
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

二
四
、
二
〇
〇

二
四
、
二
〇
〇

三
一
、
五
〇
〇

時
間
外

一
時
間

に
つ
き

第
一

体
育

館

全
部

利
用

見
本

市
、

展
示

会
、

集
会
、

式
典

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

催
し

音
楽
、

芸
能
、

プ
ロ

ス
ポ

ー
ツ

等
の

興
行

そ
の

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ そ
の
他
の
日

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休

日 そ
の
他
の
日

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休

日 一
部

利
用

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

フ
ロ
ア

の
三
分

の
一
を

利
用
す

る
場
合

利
用
す

る
場
合

そ
の
他

の
日

土
曜
日
、

日
曜
日

及
び
休

日 そ
の
他

の
日

九
四
、
五
〇
〇

九
、
五
〇
〇

一
八
、
九
〇
〇

一
九
一
、
一
〇
〇

二
四
二
、
六
〇
〇

二
七
九
、
三
〇
〇

三
三
〇
、
八
〇
〇

四
、
二
〇
〇

六
、
三
〇
〇

六
、
三
〇
〇

一
〇
九
、
二
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

二
一
八
、
四
〇
〇

二
七
七
、
二
〇
〇

三
一
九
、
二
〇
〇

三
七
八
、
〇
〇
〇

四
、
九
〇
〇

七
、
〇
〇
〇

七
、
三
五
〇

一
四
〇
、
七
〇
〇

一
三
、
七
〇
〇

二
七
、
三
〇
〇

一
九
一
、
一
〇
〇

二
四
二
、
六
〇
〇

二
七
九
、
三
〇
〇

三
三
〇
、
八
〇
〇

四
、
二
〇
〇

六
、
三
〇
〇

六
、
三
〇
〇

三
四
四
、
四
〇
〇

三
三
、
七
〇
〇

六
七
、
二
〇
〇

六
〇
〇
、
六
〇
〇

七
六
二
、
四
〇
〇

八
七
七
、
八
〇
〇

一
、
〇
三
九
、
六

〇
〇

一
三
、
三
〇
〇

一
九
、
六
〇
〇

一
九
、
九
五
〇

四
三
、
一
〇
〇

四
、
二
〇
〇

八
、
四
〇
〇

七
四
、
六
〇
〇

九
四
、
五
〇
〇

一
〇
九
、
二
〇
〇

一
二
九
、
二
〇
〇

一
、
四
〇
〇

二
、
四
七
〇

二
、
一
〇
〇

２

岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー

一�
第
一
体
育
館
、
第
二
体
育
館
、
武
道
館
、
相
撲
場
、
本
館(

体
育
室)

、
陸
上
競
技
場
、

野
球
場
、
庭
球
場
、
水
泳
場
、
弓
道
場
及
び
補
助
競
技
場
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武
道

館 第
二

体
育

館

柔
道

剣
道

場 一
部

利
用

全
部

利
用

一
部

利
用

全
部

利
用

そ
の
他
競
技
四
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル(

四
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
面

積
は
、
四
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
と
す
る
。)

に
つ
き

卓
球
コ
ー
ト
一
面
に
つ
き

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
コ
ー
ト
一

面
に
つ
き

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
一

面
に
つ
き

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
一
面
に
つ

き バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
コ
ー

ト
一
面
に
つ
き

他

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ

ー
ツ
二
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル(

二
〇

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ

ー
ツ

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ

ー
ツ
二
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル(

二
〇

〇
平
方
メ
ー
ト
ル

に
満
た
な
い
面
積

は
、
二
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
と
す
る
。)

に
つ
き

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ

ー
ツ

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

一
八
、
九
〇
〇

三
、
七
八
〇

一
、
二
六
〇

一
八
、
九
〇
〇

三
、
七
八
〇

一
、
五
八
〇

五
三
〇

六
三
〇

二
、
一
〇
〇

三
、
一
五
〇

三
、
一
五
〇

四
七
、
三
〇
〇

二
三
、
一
〇
〇

四
、
四
一
〇

一
、
四
七
〇

二
三
、
一
〇
〇

四
、
四
一
〇

一
、
七
九
〇

六
三
〇

七
四
〇

二
、
三
一
〇

三
、
四
七
〇

三
、
四
七
〇

五
四
、
六
〇
〇

二
八
、
四
〇
〇

五
、
六
七
〇

一
、
八
九
〇

二
八
、
四
〇
〇

五
、
六
七
〇

二
、
三
一
〇

七
四
〇

九
五
〇

三
、
〇
五
〇

四
、
五
二
〇

四
、
五
二
〇

七
〇
、
四
〇
〇

六
九
、
四
〇
〇

一
三
、
八
六
〇

四
、
六
二
〇

六
九
、
四
〇
〇

一
三
、
八
六
〇

五
、
六
八
〇

一
、
九
〇
〇

二
、
三
二
〇

七
、
四
六
〇

一
一
、
一
四
〇

一
一
、
一
四
〇

一
七
二
、
三
〇
〇

八
、
六
一
〇

一
、
六
八
〇

八
、
六
一
〇

一
、
六
八
〇

二
一
、
五
〇
〇

庭
球

場 野
球

場 陸
上

競
技

場 本
館

相
撲
場

セ
ン

タ
ー

コ
ー

ト そ
の
他

ア
マ
チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ

体
育
室

場

そ
の

他 ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ 一
部

利
用

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

〇
平
方
メ
ー
ト
ル

に
満
た
な
い
面
積

は
、
二
〇
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
と
す
る
。)

に
つ
き

二
七
、
三
〇
〇

八
一
、
九
〇
〇

五
、
四
六
〇

一
六
、
三
八
〇

五
五
、
一
三
〇

一
六
五
、
三
八
〇

一
一
、
〇
三
〇

三
三
、
〇
八
〇

七
三
、
五
〇
〇

二
二
〇
、
五
〇
〇

一
四
、
七
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇

三
、
三
六
〇

一
、
〇
五
〇

一
、
二
六
〇

三
一
、
五
〇
〇

九
四
、
五
〇
〇

六
、
三
〇
〇

一
八
、
九
〇
〇

六
三
、
〇
〇
〇

一
八
九
、
〇
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

三
七
、
八
〇
〇

八
四
、
〇
〇
〇

二
五
二
、
〇
〇
〇

一
六
、
八
〇
〇

五
〇
、
四
〇
〇

三
、
八
九
〇

一
、
二
六
〇

一
、
四
七
〇

二
七
、
三
〇
〇

八
一
、
九
〇
〇

五
、
四
六
〇

一
六
、
三
八
〇

五
五
、
一
三
〇

一
六
五
、
三
八
〇

一
一
、
〇
三
〇

三
三
、
〇
八
〇

七
三
、
五
〇
〇

二
二
〇
、
五
〇
〇

一
四
、
七
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇

四
、
九
四
〇

一
、
六
八
〇

一
、
八
九
〇

八
六
、
一
〇
〇

二
五
八
、
三
〇
〇

一
七
、
二
二
〇

五
一
、
六
六
〇

一
七
三
、
二
六
〇

五
一
九
、
七
六
〇

三
四
、
六
六
〇

一
〇
三
、
九
六
〇

二
三
一
、
〇
〇
〇

六
九
三
、
〇
〇
〇

四
六
、
二
〇
〇

一
三
八
、
六
〇
〇

一
二
、
一
九
〇

三
、
九
九
〇

四
、
六
二
〇

一
〇
、
七
一
〇

三
二
、
二
四
〇

二
、
一
〇
〇

六
、
四
一
〇

二
一
、
六
三
〇

六
四
、
八
九
〇

四
、
三
一
〇

一
二
、
九
二
〇

二
八
、
八
八
〇

八
六
、
六
三
〇

五
、
七
八
〇

一
七
、
三
三
〇

一
、
四
七
〇
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飛
び

込
み

プ
ー

ル 五
〇

メ
ー

ト
ル

プ
ー

ル 一
般

コ
ー

ト

そ
の

他 ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ コ
ー

ス
利

用 全
部

利
用

屋
外
コ
ー
ト
一
面
に
つ
き

屋
内
コ
ー
ト
一
面
に
つ
き

ア
マ
チ
ュ

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

一
コ
ー
ス
に
つ
き

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ

ー
ツ

入
場
料

等
を
徴

収
す
る

場
合

入
場
料

等
を
徴

収
し
な

い
場
合

入
場
料

等
を
徴

収
す
る

場
合

入
場
料

等
を
徴

収
し
な

い
場
合

入
場
料

等
を
徴

収
す
る

場
合

三
一
、
五
〇
〇

四
二
、
〇
〇
〇

一
二
六
、
〇
〇
〇

八
、
四
〇
〇

二
五
、
二
〇
〇

一
、
二
六
〇

五
七
、
八
〇
〇

一
七
三
、
三
〇
〇

一
一
、
六
〇
〇

三
四
、
七
〇
〇

二
、
二
一
〇

三
、
三
一
〇

三
七
、
八
〇
〇

四
七
、
三
〇
〇

一
四
一
、
八
〇
〇

九
、
五
〇
〇

二
八
、
四
〇
〇

一
、
五
八
〇

七
三
、
五
〇
〇

二
二
〇
、
五
〇
〇

一
四
、
七
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇

二
、
五
二
〇

三
、
七
八
〇

三
一
、
五
〇
〇

四
二
、
〇
〇
〇

一
二
六
、
〇
〇
〇

八
、
四
〇
〇

二
五
、
二
〇
〇

一
、
二
六
〇

五
七
、
八
〇
〇

一
七
三
、
三
〇
〇

一
一
、
六
〇
〇

三
四
、
七
〇
〇

三
、
三
一
〇

一
〇
〇
、
八
〇
〇

一
三
一
、
三
〇
〇

三
九
三
、
八
〇
〇

二
六
、
三
〇
〇

七
八
、
八
〇
〇

四
、
一
〇
〇

一
八
九
、
一
〇
〇

五
六
七
、
一
〇
〇

三
七
、
九
〇
〇

一
一
三
、
五
〇
〇

一
〇
、
四
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

一
六
、
三
八
〇

四
九
、
一
四
〇

三
、
二
六
〇

九
、
七
七
〇

五
〇
〇

二
三
、
六
三
〇

七
〇
、
八
八
〇

四
、
七
三
〇

一
四
、
一
八
〇

一
、
〇
五
〇

一
、
五
八
〇

水
泳

場

二
五

メ
ー

ト
ル

プ
ー

ル

(

温
水
期

間) 二
五

メ
ー

ト
ル

プ
ー

ル

(

冷
水
期

間)

コ
ー

ス
利

用 全
部

利
用

コ
ー

ス
利

用 全
部

利
用

一
コ
ー
ス
に
つ
き

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ

ー
ツ

一
コ
ー
ス
に
つ
き

そ
の
他

ア
ス
ポ

ー
ツ

入
場
料

等
を
徴

収
し
な

い
場
合

入
場
料

等
を
徴

収
す
る

場
合

入
場
料

等
を
徴

収
し
な

い
場
合

入
場
料

等
を
徴

収
す
る

場
合

入
場
料

等
を
徴

収
し
な

い
場
合

入
場
料

等
を
徴

収
す
る

場
合

入
場
料

等
を
徴

収
し
な

い
場
合

二
、
二
一
〇

七
八
、
八
〇
〇

二
三
六
、
三
〇
〇

一
五
、
八
〇
〇

四
七
、
三
〇
〇

一
、
四
七
〇

五
二
、
五
〇
〇

一
五
七
、
五
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

二
、
八
四
〇

九
九
、
八
〇
〇

二
九
九
、
三
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

五
九
、
九
〇
〇

一
、
七
九
〇

六
三
、
〇
〇
〇

一
八
九
、
〇
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

二
、
二
一
〇

七
八
、
八
〇
〇

二
三
六
、
三
〇
〇

一
五
、
八
〇
〇

四
七
、
三
〇
〇

一
、
四
七
〇

五
二
、
五
〇
〇

一
五
七
、
五
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

七
、
二
六
〇

二
五
七
、
四
〇
〇

七
七
一
、
九
〇
〇

五
一
、
六
〇
〇

一
五
四
、
五
〇
〇

四
、
七
三
〇

一
六
八
、
〇
〇
〇

五
〇
四
、
〇
〇
〇

三
三
、
六
〇
〇

一
、
〇
五
〇

三
二
、
一
三
〇

九
六
、
三
九
〇

六
、
四
一
〇

一
九
、
二
二
〇

五
九
〇

二
一
、
〇
〇
〇

六
三
、
〇
〇
〇

四
、
二
〇
〇
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第
一
駐
車
場
及
び
第
二
駐
車
場

区

分

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

区

分

補
助

競
技

場 弓
道

場

そ
の
他

ア
マ
チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ

入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

し
な
い
場
合

入
場
料
等
を
徴
収

す
る
場
合

午
前

二
〇
、
六
九
〇
円

一
台
に
つ
き
、
利
用
時
間
が
三
時
間
以
内
の
場
合
に

あ
つ
て
は
一
〇
〇
円(

利
用
時
間
が
二
〇
分
以
内
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
無
料)

、
利
用
時
間
が
三
時
間

を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
〇
〇
円
に
三
時
間
を

超
え
る
三
〇
分(

三
〇
分
未
満
の
利
用
時
間
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
利
用
時
間
は
三
〇
分
と
す
る
。)

ご

と
に
一
〇
〇
円
を
加
え
た
額

金

額

一
人
一
回

二
時
間

(

二
時
間

に
満
た
な

い
時
間
は
、

二
時
間
と

す
る
。)

に
つ
き

金

額(

円)

一
六
、
八
〇
〇

五
〇
、
四
〇
〇

三
、
三
六
〇

一
〇
、
〇
八
〇

三
、
三
六
〇

一
〇
、
〇
八
〇

そ
の
他(

小
学
生
以

下
の
者
を
除
く
。)

中
学
生
及
び
高
校
生

一
八
、
九
〇
〇

五
六
、
七
〇
〇

三
、
七
八
〇

一
一
、
三
四
〇

三
、
七
八
〇

一
一
、
三
四
〇

一
六
、
八
〇
〇

五
〇
、
四
〇
〇

三
、
三
六
〇

一
〇
、
〇
八
〇

三
、
五
七
〇

一
〇
、
七
一
〇

五
二
、
五
〇
〇

一
五
七
、
五
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

三
一
、
五
〇
〇

一
〇
、
七
一
〇

三
二
、
一
三
〇

三
二
〇

一
六
〇

六
、
五
一
〇

一
九
、
六
四
〇

一
、
二
六
〇

三
、
八
九
〇

一
、
二
六
〇

三
、
七
八
〇

知
事
が
定
め
る
附
属
施
設
設
備
等

区

分

第
四
駐
車
場

第
三
駐
車
場

知
事
が
定
め
る
額 金

額

午
前

九
、
八
七
〇
円

午
後

一
四
、
九
一
〇
円

夜
間

九
、
八
七
〇
円

全
日

三
四
、
六
五
〇
円

午
後

三
一
、
〇
八
〇
円

夜
間

二
〇
、
六
九
〇
円

全
日

七
二
、
四
六
〇
円

二�
本
館(

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室)

三�
駐
車
場

四�
附
属
施
設
設
備
等

備
考一

午
前
と
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分
ま
で
、
午
後
と
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
、
夜
間
と
は
午
後
五
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
ま
で
、
全
日
と
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
を
い
う
。

二

午
前
及
び
午
後
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、

午
後
及
び
夜
間
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
時
間
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
し
、

こ
れ
ら
の
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
午
前
及
び
午
後
の
額
の
合
計
額
又
は

午
後
及
び
夜
間
の
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
額
と
す
る
。

三

休
日
と
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。

四

準
備
又
は
撤
去
の
た
め
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
額
の
範
囲

内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

五

第
一
体
育
館
に
お
け
る
一
部
利
用
と
は
、
二
階
及
び
三
階
の
観
客
席
以
外
の
利
用
を
い
う
。

六

水
泳
場
、
弓
道
場
又
は
補
助
競
技
場
を
一
般
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
額
と
す
る
。

七

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
に
利
用
す
る
場
合(

第
一
体
育
館
、
水
泳
場(

コ
ー
ス
利
用
に

限
る
。)

、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
駐
車
場
及
び
附
属
施
設
設
備
等
を
利
用
す
る
場
合
を
除
く
。)

の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の

額
に
そ
の
額
の
一
割
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

八

利
用
料
金
の
額
が
一
時
間
当
た
り
の
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
利
用
時
間

に
一
時
間
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年７月10日 ( )24



昭
和
銭
湯
里
山
の
湯

区

分

世
界
淡
水
魚
園
水
族
館

区

分

附
属
施
設
設
備
等

園
内
移
動
用
車
両

茶
室

区

分

附
属
施
設
設
備
等

駐
車
場

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド

区

分

利
用
料

入
館
料

利
用
料

利
用
料

利
用
料

利
用
料

利
用
料

利
用
料

利
用
料

一
人
一
回
に
つ
き
七
〇
〇
円

金

額

一
人
に
つ
き
一
、
七
〇
〇
円(

一
年
を
通
じ
て
利
用

す
る
場
合
は
、
五
、
一
〇
〇
円)

金

額

知
事
が
定
め
る
額

一
人
一
回
に
つ
き
三
〇
〇
円

広
間

四
時
間
に
つ
き
四
、
五
〇
〇
円

小
間

四
時
間
に
つ
き
三
、
〇
〇
〇
円

金

額

知
事
が
定
め
る
額

普
通
車

一
台
に
つ
き
四
〇
〇
円

バ
ス

一
台
に
つ
き
一
、
〇
〇
〇
円

二
時
間
に
つ
き
六
〇
〇
円

一
人
一
回
に
つ
き
五
〇
円

金

額

博
物
館

区

分

別
に
条
例
で
定
め
る
額

金

額

九

利
用
料
金
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
十
円
未
満
を
四
捨
五
入
す
る
。

十

こ
の
表
に
定
め
る
施
設

(

駐
車
場
及
び
附
属
施
設
設
備
等
を
除
く
。)

を
利
用
す
る
場
合

(
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
、
水
泳
場
、
弓
道
場
又
は
補
助
競
技
場
を
一
般
利
用
す
る
場
合
を
除
く
。)

に
お
け
る
第
三
駐
車
場
及
び
第
四
駐
車
場
の
利
用
料
金
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

無
料
と
す
る
。

３

岐
阜
県
百
年
公
園

４

花
フ
ェ
ス
タ
記
念
公
園

５

世
界
淡
水
魚
園

６

平
成
記
念
公
園

別
表
第
四
四
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

有
料
公
園
施
設
を
利
用
す
る
場
合

岐
阜
県
百
年
公
園

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

(

準
備
行
為)

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー

に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い

て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

岐
阜
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正)

３

岐
阜
県
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中｢

岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
及
び｣

を
削
る
。

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
七
号

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例(

平
成
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

利
用
料
金)

第
五
条

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
百
四
十
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通
車

一
台
に
つ
き
、
利
用
時
間
が
三
時
間
以
内
の
場
合
に
あ
っ
て
は

一
〇
〇
円
、
利
用
時
間
が
三
時
間
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
〇
〇

円
に
三
時
間
を
超
え
る
三
〇
分(

三
〇
分
未
満
の
利
用
時
間
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
利
用
時
間
は
三
〇
分
と
す
る
。)

ご
と
に
一
〇
〇
円
を
加

え
た
額

ス

一
台
一
回
に
つ
き
一
、
〇
〇
〇
円(

一
回
の
利
用
が
二
日
以
上
と

な
る
と
き
は
、
一
日
に
つ
き
一
、
〇
〇
〇
円)

台
に
つ
き
、
利
用
時
間
が
三
時
間
以
内
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
〇
〇

、
利
用
時
間
が
三
時
間
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
〇
〇
円
に
三
時

を
超
え
る
三
〇
分(

三
〇
分
未
満
の
利
用
時
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

用
時
間
は
三
〇
分
と
す
る
。)

ご
と
に
一
〇
〇
円
を
加
え
た
額

、
使
用
時
間
が
三
時
間
以
内
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一
〇
〇
、

三
時
間
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
〇
〇
円
に
三
時
間
を

分(

三
〇
分
未
満
の
使
用
時
間
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
使
用

分
と
す
る
。)

ご
と
に
一
〇
〇
円
を
加
え
た
額

第
一
駐
車
場
及
び
第
二

駐
車
場

駐
車
場

第
三
駐
車
場

第
一
駐
車
場

及
び
第
二
駐

車
場

一
台
に
つ
き

使
用
時
間
が

超
え
る
三
〇

時
間
は
三
〇普バ 一円間利

四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
球
技
場
の
利
用
に
係
る
料
金(

以
下｢

利
用
料
金｣

と
い
う
。)

を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

利
用
料
金
は
、
別
表
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。

３

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
に
申
請
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

利
用
料
金
の
納
入
等)

第
五
条
の
二

使
用
者
は
、
指
定
管
理
者
に
利
用
料
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

利
用
料
金(

駐
車
場
の
利
用
料
金
を
除
く
。)

は
、
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指

定
管
理
者
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

既
納
の
利
用
料
金
は
、
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

指
定
管
理
者
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
を
減
免
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)｣

を｢

法｣

に
改
め
る
。

第
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全

部
若
し
く
は
一
部(

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収
受
を
含
む
場
合
に
限
る
。)

の
停

止
を
命
じ
た
場
合
等
で
、
知
事
が
臨
時
に
球
技
場
の
管
理
を
行
う
と
き
に
限
り
、
新
た
に
指
定
管
理

者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
知
事
は
、
別
表
に
掲
げ
る
額
の
範

囲
内
で
知
事
が
定
め
る
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

｢

指
定
管
理
者｣

と
あ
る
の
は｢

知
事｣

と
、｢

利
用
料
金｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料｣

と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
号
イ
中｢

こ
と｣

の
下
に｢(

第
三
駐
車
場
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
号
ハ
中｢

及

び
ロ｣

を｢

、
ロ
及
び
ハ｣

に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

ロ

毎
月
第
一
火
曜
日
及
び
第
三
火
曜
日(

そ
れ
ら
の
火
曜
日
が
休
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

翌
日
以
降
の
最
初
の
休
日
で
な
い
日)

を
休
業
日
と
す
る
こ
と(

第
三
駐
車
場
に
限
る
。)

。

第
十
五
条
第
三
号
中｢

第
十
条｣

を｢

第
十
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
を
削
る
。

｢

別
表
中｢

第
五
条｣

の
下
に｢

、
第
十
条｣

を
加
え
、

｢を

｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
二

｣

号
中｢

使
用
す
る｣

を｢
利
用
す
る｣

に
、｢

使
用
時
間｣

を｢

利
用
時
間｣

に
、｢

使
用
料｣

を｢

利
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洋
室(

二
人
用)

洋
室(

一
人
用)

区

分

一
室
一
泊
に
つ
き
七
、
三
五
〇

一
室
一
泊
に
つ
き
四
、
二
〇
〇

金

額(

円)

備
考一

一
泊
と
は
、
午
後
三
時
か
ら
翌
日
の
午
前
十
時
ま
で
の
宿
泊
を
い
う
。

二

午
前
と
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
、
午
後
と
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、

夜
間
と
は
午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
、
全
日
と
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
を

い
う
。

三

午
前
及
び
午
後
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
、
午
後
及
び
夜
間
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
時
間
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
と
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
午
前
及
び
午
後
の

額
の
合
計
額
又
は
午
後
及
び
夜
間
の
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利

用
料
金
の
額
と
す
る
。

四

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
が
洋
室(

二
人
用)

に
一
人
で
宿
泊

す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
洋
室(

一
人
用)

の
区
分
に
掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で
指

定
管
理
者
が
定
め
る
額
と
す
る
。

五

和
室
は
、
宿
泊
の
た
め
の
利
用
に
支
障
が
な
い
と
指
定
管
理
者
が
認
め
る
場
合
は
、
会

議
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
属
施
設
設
備
等

和
室

会
議
の
た
め
に

利
用
す
る
場
合

宿
泊
の
た
め
に

利
用
す
る
場
合

十
一
人
部
屋

七
人
部
屋

そ
の
他
の
者

高
校
生
以
下
の
者

知
事
が
定
め
る
額

全
日

四
、
七
〇
〇

夜
間

一
、
六
〇
〇

午
後

一
、
八
〇
〇

午
前

一
、
三
〇
〇

全
日

三
、
〇
〇
〇

夜
間

一
、
〇
〇
〇

午
後

一
、
一
〇
〇

午
前

九
〇
〇

一
人
一
泊
に
つ
き
二
、
一
〇
〇

一
人
一
泊
に
つ
き
一
、
〇
五
〇

用
料
金｣

に
、｢

そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
に
定
め
る｣

を｢

こ
の
表
に
掲
げ
る｣

に
、｢

、
午
後
及
び
夜
間
の｣

を｢
又
は
午
後
及
び
夜
間
の｣

に
、｢

と
す
る｣

を｢

の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金

の
額
と
す
る｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
三
号
中｢

使
用
す
る｣

を｢

利
用
す
る｣

に
、｢

使
用
料｣

を

｢

利
用
料
金｣
に
、｢

定
め
る｣

を｢

掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の｣

に

改
め
、
同
表
備
考
第
四
号
中｢

使
用
す
る｣

を｢

利
用
す
る｣

に
、｢

使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
、

｢

定
め
る｣

を｢

掲
げ
る
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の｣

に
改
め
、｢

と
す
る｣

の
下
に｢(

駐
車
場
の
利
用
料
金
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
表
備
考
第
五
号
中｢

使
用
料｣

を｢

利
用

料
金｣

に
、｢

使
用
時
間｣

を｢
利
用
時
間｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
六
号
中｢

使
用
料｣

を｢

利
用

料
金｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
七
号
中｢

使
用
時
間｣

を｢

利
用
時
間｣

に
、｢

第
一
駐
車
場
及
び
第

二
駐
車
場
の
使
用
料｣

を｢

駐
車
場
の
利
用
料
金｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
八
号

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例(

平
成
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
五
号)
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
号
イ
中｢

宿
泊
施
設｣

の
下
に｢(

宿
泊
の
た
め
に
利
用
す
る
場
合
に
限
る
。)｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一(

第
七
条
、
第
十
三
条
関
係)

一

宿
泊
施
設

第
二
条

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

宿
泊
施
設
等(

宿
泊
施
設
及
び
附
属
施
設
設
備
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
使
用
に
限
り｣
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

宿
泊
施
設
等｣

を｢

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

別
表

第
一｣

を｢

別
表｣
に
改
め
る
。

( ) 平成24年７月10日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



体
力
ト
レ

メ
ン
タ
ル

ト
レ
ー
ニ

ン
グ

動
作
分
析

体
力
測
定 区

分

測
定
時
指
導

集
団
指
導

個
人
指
導

関
節
角
度
測
定

速
度
測
定

足
圧
分
布
測
定

筋
電
図
測
定

地
面
反
力
測
定

映
像
解
析

フ
ォ
ー
ム
撮
影

敏
し
ょ
う
性
測
定

パ
ワ
ー
測
定

筋
力
測
定

筋
持
久
力
測
定

全
身
持
久
力
測
定

形
態
計
測

安
全
検
査

一
人
一
回
に
つ
き

一
団
体
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

単

位

三
一
〇

三
、
五
三
〇

五
六
〇

二
六
〇

二
六
〇

一
、
〇
一
〇

九
四
〇

六
一
〇

二
、
二
四
〇

八
四
〇
七
〇

一
五
〇

三
五
〇

三
一
〇

一
、
九
七
〇

二
二
〇

八
七
〇

学

生

金

額(

円)

九
四
〇

一
〇
、
六
〇
〇

一
、
六
八
〇

七
八
〇

七
八
〇

三
、
〇
四
〇

二
、
八
三
〇

一
、
八
三
〇

六
、
七
二
〇

二
、
五
二
〇

二
一
〇

四
七
〇

一
、
〇
五
〇

九
四
〇

五
、
九
三
〇

六
八
〇

二
、
六
二
〇

一

般

備
考一

学
生
と
は
、
大
学
生
以
下
の
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。

二

一
般
と
は
、
学
生
以
外
の
者
を
い
う
。

ー
ニ
ン
グ

集
団
指
導

個
人
指
導

一
団
体
一
回
に
つ
き

一
人
一
回
に
つ
き

二
、
八
八
〇

四
七
〇

八
、
六
六
〇

一
、
四
一
〇

第
八
条
第
一
項
中｢

宿
泊
施
設
等
の｣

を
削
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
三
条
第
二
項
中｢

別
表
第
一｣

を｢

別
表｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
を
削
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
一
に
次
の
一
表
を
加
え
、
別
表
第
一
を
別
表
と
す
る
。

二

ス
ポ
ー
ツ
科
学
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

附

則

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
五
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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